
生産緑地法施行規則第５条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる

故障の認定事務運用基準のフロー

・故障認定申請書を

市（みどり公園課）に提出

（添付書類：農地調書、故障状況調書等）

運用基準第４条により面談が必要な場合

・故障者と市（みどり公園課、

農業委員会事務局）との面談

・生産緑地法施行規則第５条に係る農林

漁業に従事することができなくなる故障

について市認定の可否

・生産緑地買取事前協議書を

市（みどり公園課）に提出

（添付書類：登記簿謄本、公図等）

・生産緑地に係る農業の主たる

従事者等についての証明願を

市（農業委員会事務局）に提出

・生産緑地買取申出書を

市（みどり公園課）に提出

（添付書類：登記簿謄本、公図、

生産緑地に係る農業の主たる

従事者等についての証明書等）

生産緑地買取申出書の処理

可

・農業委員会にて審議

（生産緑地に係る農業の主たる

従事者等についての証明）

可

・証明書発行

否
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・故障案件発生

可

・対象地の面積確定

（分筆登記が必要な場合は登記所へ

登記済みであること）

添付


